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《広域協議会の主な業務》 

 

・創業・経営革新・新分野進出支援 

・広域的地場産業・伝統産業支援 

・地域内異業種交流による新商品・サービス・ニュービジネスの創出 

・広域内の企業連携と共同化研究・コミュニティビジネスへの対応 

・広域的調査分析業務 

・広域的観点による商工業振興対策 

・広域的な青年部・女性部活動による地域活性化 

・広域観光物産振興事業 

・市町村行政との連携による地域活性化 

葛城地区商工会広域協議会事務局スタート！ 

王寺・河合・上牧・香芝・葛城・広陵・御所・高取・明日香、各商工会は

広域的に連携するため広域協議会を設立し、その拠点となる事務局を広陵

町商工会内に設置しました。 

＜スタッフの紹介＞ 

広域事務局長  吉川英敏（広陵町商工会兼務） 

広域経営指導員 松原祥元（河合町より出向） 

        丸橋勝也（上牧町より出向） 

        金岩政夫（王寺町より出向） 

広陵町商工会内 
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葛城市商工会 
〒639-2147 
葛城市新庄454-2 
℡ 0745-69-2480 
Fax  0745-69-6604  

 

 

御所市商工会 
〒639-2206 
御所市竹田前60-21 
℡ 0745-65-1201 
Fax  0745-65-1834  

 

 

高取町商工会 
〒635-0154 
高市郡高取町観覚寺990-1 
℡ 0744-52-3168 
Fax  0744-52-4522  

 

 

明日香村商工会 
〒634-0112 
高市郡明日香村島ノ庄5-2 
℡ 0744-54-2068 
Fax  0744-54-4570  
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①広域講習会 

②施策普及事業の共同化検討 

③広域移動健康診断の実施について（従業員対象） 

④広域ホームページの作成（各商工会ＨＰとのリンク含む） 

⑤巡回相談：窓口相談 

      テーマを持った中での相談指導 

⑥かつらぎ広域ニュース 毎月１回 

  広域協議会啓発 

⑦大型店影響調査（４町）の実施 

⑧有料講座（資格取得を含む）の検討実施 

⑨ブロック青年部講習会 

⑩異業種交流 地元大学（白鳳・畿央・樟蔭）と産学連携 

                    懇談会の検討 

 

 

王寺町商工会 
〒636-0002 
北葛城郡王寺町王寺2-1-18 
℡ 0745-72-5105 
Fax  0745-32-1583   

 

 

河合町商工会 
〒636-0053 
北葛城郡河合町池部1-2-12 
℡ 0745-56-2335 
Fax  0745-57-1547  

 

 

上牧町商工会 
〒639-0214 
北葛城郡上牧町上牧3426-1 
℡ 0745-77-5111 
Fax  0745-78-2296  

 

 

香芝市商工会 
〒639-0244 
香芝市本町1396-3 
℡ 0745-77-4328 
Fax  0745-78-2224  

 

 

広陵町商工会 
〒635-0821 
北葛城郡広陵町笠162 
℡ 0745-55-3535 
Fax  0745-55-2614  

 

 

王 寺 町 

河 合 町 

上 牧 町 

香 芝 市 

葛城地区広域商工会協議会 
 

   〒635-0821 
   北葛城郡広陵町笠162 
     広陵町商工会内 
   ℡ 0745-55-9355 
   Fax  0745-55-2614  

広 陵 町 葛 城 市 

御 所 市 

高 取 町 

明 日 香 村 

王 寺 町 

河 合 町 

上 牧 町 

金岩政夫指導員 

広 陵 町 

香 芝 市 

葛 城 市 

丸橋勝也指導員 

御 所 市 

高 取 町 

明 日 香 村 

松原祥元指導員 
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        商工会は知的財産についての駆け込み寺です。 

 
    商工会では、中小事業者からの知財（知的財産）相談窓口を設置しています。 

    知財についての問題や相談がありましたら、いつでもご連絡下さい。 

 

     相談日：相談申込みの後、商工会から通知します。 

    相談員：出願アドバイザー 又は 弁理士 

    会 場：商工会会議室 

    費 用：無料 

    申込先：各市町村商工会        

      

 

 

     『２００６年から全国の商工会・商工会議所に「知財駆け込み寺」を設置し、 

     知財に関する相談内容を聴いた上で、適切な公的機関や専門家に迅速に取り次 

     ぐ相談窓口として機能させる』 との知的財産推進本部（本部長・総理大臣） 

     の決定で設置されました。 

      ２００７年は、駆け込み寺へ専門家を派遣し、経営指導員へのセミナー開催 

     などを通じて駆け込み寺の機能強化と地域での窓口として定着を図ることにな 

     っています。 

【知財駆け込み寺】とは… 

 

 

 

    大和高田社会保険事務所による年金記録相談を行います。 

 

  日 時  平成１９年８月２３日（木） 

       平成１９年９月～平成２０年３月 

         毎月 第３ 火曜日（ 9/18・10/16・11/20・12/18・1/15・2/19・3/18） 

         午前９時３０分～午後４時まで 

  場 所  広陵町商工会 １階 大会議室 

 
     ☆年金手帳等をご持参下さい。 

     ☆代理人の場合は、本人からの委任状をご持参下さい。 

                   

        【お問い合わせ先】 大和高田社会保険事務所   ＴＥＬ：0745-22-3531 

年金記録相談窓口設置のご案内 

≪政府広報≫     

夏は水辺や山で遊ぶことの多い季節です。自然の中ではわずかな不注意や安易な行動が思わ

ぬ事故を招きます。余裕を持った計画を立て、準備を十分に行い、体調の管理・慎重な行動

に心がけ、事故防止に努めましょう。詳しくはHP（http://www/gov-online.go.jp)まで。 
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１．雇用保険の受給資格要件が変わります 

・短時間労働者以外の一般被保険者 

    ⇒６月（各月14日以上） 

・短時間労働被保険者 

（週所定労働時間20～30時間） 

    ⇒12月（各月11日以上） 

 

雇用保険の基本手当を受給するためには、 

週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、 

12月（各月11日以上）の被保険者期間が必要。 

※倒産・解雇等により離職された方（注）は、 

６月（各月11日以上）が必要。 

２．育児休業給付の給付率が50％に上がります 

  ○  これまでの週所定労働時間による被保険者区分（短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被      

     保険者）をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。 

  ○  原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。 

  

 【旧】                      【新】 

 

 

 

 

 

 

                                                       
                          （注）詳しい条件等は、都道府県労働局職業安定部又はお近くの   

                                 公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合わせ下さい。       

  ○  給付率を休業前賃金の40％から50％に引き上げます。 

  ○  平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方まで  

     が対象となります。 

  

 【旧】                    【新】                            

                                                       
                                        （注）育児休業給付の支 

                                                  給を受けた期間は、基本 

                                                  手当の算定基礎期間から 

                                                  除外されます（平成19年 

                                                  10月1日以降に育児休業を 

                                                  開始された方に適用）。 

３．教育訓練給付の要件・内容が変わります 

被保険者期間３年以上５年未満 

      20％（上限10万円） 

被保険者期間５年以上 

      40％（上限20万円） 

    被保険者期間３年以上 

      20％（上限10万円） 

（初回に限り、被保険者期間１年以上で 

             受給可能） 

  ○  本来は「３年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「１年以上」 

     に緩和します。 

  ○  また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。 

  ○  いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。   

  

 【旧】                      【新】 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                         

☆詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は、お近くの公共職業安定所（ハローワーク）にお尋ねください。 

休業期間中 30％ 

＋ 

職場復帰後６ヶ月 10％ 

休業期間中 30％ 

＋ 

職場復帰後６ヶ月 20％ 
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